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証券コード8393
 平成28年６月３日 
 

株 主 各 位 
 宮崎市橘通東四丁目３番５号  

株式会社  
取締役頭取 平 野 亘 也  

第131期定時株主総会招集ご通知
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 
 このたびの平成28年熊本地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあ
げますとともに一日も早い復興をお祈り申しあげます。 
 さて、当行第131期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）
によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討くださいまして、平成28年６月23日（木曜日）午後５時までに
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 
 ―――――――――――――――― 記 ―――――――――――――――  1. 日  時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時
2. 場  所 宮崎市松山一丁目１番１号
 宮崎観光ホテル 東館３階「光燿の間」
3. 目的事項 

報告事項 1. 第131期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告および
計算書類報告の件

 2. 第131期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）連結計算書類な
らびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
 第２号議案 定款一部変更の件
 第３号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件
 第４号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
 第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
 第７号議案 監査等委員でない取締役に対するストック・オプション報酬額およ

び内容決定の件
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4. 議決権行使について 
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1. 当行の現況に関する事項 
 
（1）事業の経過及び成果等 
主要な事業内容 
 当行は本店を含む73カ店および出張所23カ所において、預金業務、貸出業務、内国為
替業務、外国為替業務およびその他付随業務を行っております。 
経済環境 
（国 内） 
 平成27年度の国内経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、緩やかな回復基調が継
続しましたが、海外経済の成長鈍化などにより、次第に景気減速感が強まる状況となりま
した。設備投資は持ち直しの動きが見られる一方、個人消費や輸出は足踏み状態が続いて
おり、景気の先行きに対する不透明感が広がりつつあります。 
 このような環境の中、平成28年１月に日本銀行は「マイナス金利付き量的・質的金融
緩和」を導入しました。この決定に伴い市場金利は大幅に低下し、長期金利の指標となる
新発10年物国債利回りは、当期末はマイナスの水準での推移となりました。 
（県 内） 
 県内経済は、平成27年末にかけて、公共投資は前年度を下回って推移しましたが、住
宅投資は振れを伴いながらも持ち直しの動きがみられました。また、小売や観光は緩やか
に改善し、雇用環境の改善を背景に個人消費は底堅く推移しました。 
 しかし、年明け以降は、海外経済の減速を受けて次第に景況感のとらえ方が慎重になり
ました。輸出が低調となり、企業の生産活動は一進一退となりました。大型小売店販売額
は前年度に比べ減少に転じるなど、個人消費にも弱い動きが広がりつつあり、全体として
は足踏み状態が続いています。 
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事業の経過及び成果 
 このような経済環境のもと、当行は地域に密着した営業展開と経営内容の充実に努めて
まいりました。 
（事業の経過） 
〔中期経営計画 経営目標の進捗状況〕 

指標 平成26年度
実績

平成27年度 
実績

平成28年度 
目標 

成 長 力 
経 常 収 益 447億円 477億円 455億円
総 預 金 平 残 21,661億円 22,801億円 22,900億円
総 貸 出 金 平 残 15,825億円 16,997億円 17,620億円
有 価 証 券 平 残 7,156億円 7,563億円 7,000億円

収 益 力 コ ア 業 務 純 益 107億円 118億円 120億円
当 期 純 利 益 61億円 97億円 50億円

効 率 性 Ｏ Ｈ Ｒ 69.33％ 67.18％ 68.00％
健 全 性 自 己 資 本 比 率 10.52％ 9.59％ 10.00％
 
〔法人のお客さまへの取り組み〕 
① ｢宮崎・鹿児島成長ファンド｣、｢みやぎん東九州メディカルバレー構想応援ファン
ド｣、｢みやぎんインフラ事業応援ファンド｣、｢みやぎん再生可能エネルギー支援ファ
ンド」などによる資金ニーズへの対応やソリューション機能の発揮により、地域経済
の活性化に取り組んでおります。その結果、中小企業等貸出金残高は年率6.8％増加
いたしました。 
② 当行は医療・福祉分野を成長分野と位置づけており、業務提携先と連携し､「診療
報酬改定セミナー」や「介護報酬改定セミナー」の開催、補助金制度の有効利用、生
産性向上設備税制を利用した効率的な設備投資の提案等も積極的に行っております。
また、宮崎大学が運航するドクターヘリをはじめとする救命救急センター活動の充実
を目的とした寄付金の寄贈や、自治体より任命を受け、公立病院の事業改善策定委員
会に参加するなど地域医療の充実に貢献しております。 
③ アグリ・フードビジネス事業者のアジアへの輸出をサポートするため、宮崎県、ヤ
マト運輸株式会社、株式会社ANA Cargoと連携し「みやざきの食品輸出商談会」を
開催いたしました。また、銀行業界では初めて「風評損害対策見舞金支払いサービス」
の取り扱いを開始するなど、地元の基幹産業であるアグリ・フードビジネスを積極的
に支援しております。 
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〔個人のお客さまへの取り組み〕 
① 個人のお客さま向けには、働く女性のさまざまなライフイベントに合わせてご利用
いただける、みやぎん働く女性応援ローン「“Ｗ”のちから」や、子育て安心サービス
を無料で付帯した、みやぎん子育て応援ローン「育てるちから」の取り扱いを開始い
たしました。また、社会問題化する空き家対策をサポートするため、みやぎん「空き
家解体ローン」の取り扱いを開始するなど、お客さまのニーズにお応えしつつ、地方
創生にもつながる商品ラインアップの充実を図っております。 
② これまで「相続センター」にて、少子高齢化社会の進展による将来の相続準備や相
続税対策、関連手続きなどにおけるご相談ニーズにお応えしてまいりました。平成
27年10月、総合的に相続に関する支援を行うため、同センターを「相続サポートセ
ンター」と改称し､「相続資産の運用相談」を新たにお受けできる体制を整えました。 
 
〔生産性向上への取り組み〕 
  融資事務改革や営業店事務の見直し、ＩＴ化や本部集中化の範囲を拡大することで
積極的に効率化を進めております。効率化を図るなかで環境問題にも配慮し、行内稟
議書類を電子化するなどペーパーレス化にも取り組んでおります。 

 
〔人財力向上への取り組み〕 
① 女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、女性職員を対象にキャリア開発形
成・マネジメントスキルにかかる能力開発支援の取り組みを強化し、管理職・役席者
育成を行うことや、女性職員の少ない部署・課・係に女性を積極的に配置するといっ
た行動計画を策定いたしました。平成32年３月までに係長級（役席者）に占める女
性職員の割合を20％以上とする目標を掲げ、積極的に女性の活躍推進に取り組んで
まいります。 
② 平成27年９月、女性が活躍できる社会づくりを応援するため、みやぎん女性活躍
推進プロジェクト「Blue Wings (ブルーウィングス)」を始動いたしました。女性経
営者による創業支援や働く女性・子育てを応援する商品・サービスで女性活躍を推進
する取り組み、銀行業務でこれまで男性が多かった部門において、女性のマーケット
感覚を活かし、お客さまへ多様な提案を行う女性職員で構成された営業推進チームの
結成、女性活躍推進担当の配置など、女性の活躍機会創出に積極的に取り組んでおり
ます。 
③ 産休・育休取得者の円滑な職場復帰をサポートするための個別面談の実施や、自己
啓発を目的として女性職員自ら企画運営する「女志リーダーズ」を各地区に発足させ
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るなど、女性活躍推進の取り組みにより、産休・育休取得者の職場復帰率は100％と
なりました。  
④ 経営者の高齢化や後継者不足を重要な課題と認識しており、総合的サポート体制を
構築するため､「事業承継・Ｍ＆Ａエキスパート資格」を529名取得しております 
(平成28年３月時点)。お客さまからの相談件数は597件 (前年比＋150件) と増加傾
向にあります。平成28年度は、年々高まるお客さまの海外ビジネスニーズにお応え
するため「海外進出・取引アドバイザー」の資格取得を進めるなど、人財育成に積極
的に取り組んでまいります。 

 
（事業の成果） 
〔資産状況〕 
  以上の各種取り組みにより、当期末の貸出金残高は、個人貸出を中心に、法人貸出、
公共貸出ともに増加し、前期末に比べ1,004億円増加して１兆7,679億円となりました。 
  当期末の預金および譲渡性預金の残高は、法人預金を中心に、個人預金、公共預金と
もに増加し、前期末に比べ1,309億円増加して２兆3,253億円となりました。 
  当期末の投資信託の預り残高は、前期末に比べ30億円減少して613億円となり、国
債等公共債の預り残高は、償還により前期末に比べ245億円減少して484億円となりま
した。保険販売額は229億円と順調に増加し、当期末における保険販売額累計は2,480
億円となりました。 
  当期末の有価証券残高は、前期末に比べ48億円減少して7,715億円となりました。 
  外国為替取扱高は、仕向為替の減少により、前期に比べ５百万ドル減少して254百万
ドルとなりました。 
 
〔損益状況〕 
  貸出金利息収入が前期に比べ４億47百万円増加して252億31百万円と、５年連続の
増加となったことに加え、有価証券利息配当金も増加したため、資金運用収益が増加し、
また、株式等売却益の増加によりその他経常収益も増加したことから、経常収益は前期
に比べ30億41百万円増加して477億91百万円となりました。 
  経常費用は、前期に比べ３億35百万円減少して324億85百万円となりました。 
  この結果、経常利益は前期に比べ33億75百万円増加して153億５百万円、当期純利
益は35億49百万円増加して97億36百万円となりました。効率性の指標となるＯＨＲ
は前期に比べ2.15ポイント改善して67.18％となり、資本効率の指標であるＲＯＥは
7.46％となりました。   
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 当行のステークホルダーである、地域・株主さま・お客さまに対し、以下の取り組みを
実施しました。 
＜地域経済活性化・ＣＳＲ＞ 
① ｢地域との共存・共栄」を行是とする当行は､「地方創生」への取り組みを最重要課
題と位置づけ、積極的に関与していく方針としております。これまで県内20地公体
の「地方版総合戦略」の策定等に取り組んでまいりました。また、宮崎県を含む９地
公体に加え、民間企業とも連携協定を締結するなど地方創生実現に向けた協力体制の
構築を行いました。さらなるコンサルティング機能を発揮し、各種連携協定を十分に
活用しながら、それぞれの地域特性に応じた提案や協力を行い、地域経済の活性化に
貢献してまいります。 
② 地方創生への取り組みとして「みやぎん地方創生１号ファンド｣、｢みやぎん６次産
業化支援ファンド」を組成しており、平成27年度は、廃校となった小学校校舎を改
修し配送拠点として再利用する地元企業や、抹茶・乾燥大麦若葉の製造・販売を行う
地元企業へ出資いたしました。また、九州の観光産業の振興に資する中小・中堅企業
の事業者を支援するため、観光特化型ファンド「九州観光活性化ファンド」へ出資す
るなど、地域経済の活性化に積極的に取り組んでおります。 
③ 平成27年度に新築移転オープンした油津支店 (平成27年６月)、都城営業部 (平成
27年11月) の店舗内には宮崎県産のスギをふんだんに利用して、お客さまが木に親
しむ空間を創出し、癒しの店舗づくりを心がけております。 
④ 地域の未来を担う子どもの育成の取り組みとして、小学生を対象に体験学習を通し
てお金の大切さを学ぶ「みやぎんマネーセミナー (キッズセミナー)」を宮崎市、都城
市、延岡市にて年６回開催いたしました。また、宮崎県が実施する本を通じた家族の
コミュニケーションによって子どもの読書を推進する「家庭読書」啓発活動の取り組
みとして、営業店ロビーを本の展示スペースとして提供しております。 

 
＜高い株主価値＞ 
① 安定配当を基本方針としつつ、株主価値の向上を実現するため、平成27年３月期
の期末配当を１円増配し、１株当りの年間配当を８円といたしました。また、平成
28年３月期の配当につきましては、本株主総会第１号議案として、期末配当を１円
増配し、１株当りの年間配当を９円とすることを提案させていただきます。 
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＜顧客満足の向上＞ 
① 宮崎市中心市街地の賑わい創出に貢献するため、橘通支店１階キャッシュサービス
コーナーの一部を賃貸し、コンビニエンスストアがオープンいたしました。コンビニ
エンスストアが銀行施設内に出店することは全国的にも珍しく、さらなるお客さまの
利便性向上を図るため、橘通支店ＡＴＭの利用時間も平日24：00まで延長いたしま
した。 
② 平成27年度は店舗外ＡＴＭを「ニトリモール宮崎 (宮崎市)｣、｢日向病院 (日向
市)｣、｢鮮ど市場南宮崎店 (宮崎市)｣、｢フーデリー霧島店 (宮崎市)｣、｢ながの屋霧島
店 (宮崎市)｣、｢スーパーとむら吾田店 (日南市)」の６カ所に新設いたしました。引
き続き、お客さまの利便性向上につながるＡＴＭの設置を行ってまいります。 

 
当行が対処すべき課題 
 経営環境は、少子高齢化に伴う人口減少や、企業の後継者不在による休廃業・解散の増
加という中長期的な課題に加え、マイナス金利政策の導入や他金融機関との競争激化など、
厳しさを増してきております。 
 将来の働き手の減少に歯止めをかけるためにも、女性が活躍する機会を創出・拡大する
など、地方創生への取り組みを強化してまいります。 
 また、事業性評価を活用し、地元企業の事業が円滑にバトンタッチできるようサポート
していくことで、地域経済の持続的発展に貢献してまいります。 
 今年度は中期経営計画「Challenge №１」の最終年度となります。預金・貸出金のボ
リューム増加とともに、金利競争ではなく業務品質による差別化を図りながら、さらに収
益性を高め健全性の高い銀行を目指してまいります。 
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（2）財産及び損益の状況 
 （単位：億円）  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
預 金 18,530 19,325 20,426 21,448 
 定 期 性 預 金 6,002 6,288 6,774 7,305 
 そ の 他 12,527 13,036 13,652 14,142 
貸 出 金 14,337 15,490 16,675 17,679 
 個 人 向 け 3,573 3,868 4,272 4,829 
 中 小 企 業 向 け 6,125 6,838 7,556 7,806 
 そ の 他 4,639 4,783 4,846 5,042 
商 品 有 価 証 券 △0 ― ― ― 
有 価 証 券 6,359 6,788 7,763 7,715 
 国 債 2,606 2,907 2,881 3,118 
 そ の 他 3,753 3,880 4,881 4,596 
社 債 120 270 270 150 
総 資 産 22,132 23,315 26,141 27,645 
内 国 為 替 取 扱 高 158,510 167,189 175,098 183,353 
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル

258
百万ドル
273

百万ドル 
259

百万ドル
254 

経 常 利 益 百万円
7,955

百万円
9,687

百万円 
11,930

百万円
15,305 

当 期 純 利 益 百万円
5,204

百万円
6,831

百万円 
6,187

百万円
9,736 

１株当たり当期純利益 円 銭
29  54

円 銭
39  74

円 銭 
36  22

円   銭
56  98  （注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除し
た株式数）で除して算出しております。 

 
  （参考）企業集団の財産及び損益の状況 
 （単位：億円）  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
経 常 収 益 百万円

47,661
百万円

48,291
百万円 

51,016
百万円

53,929 
経 常 利 益 百万円

8,821
百万円

10,631
百万円 

12,808
百万円

15,921 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

百万円
5,250

百万円
6,876

百万円 
6,238

百万円
9,804 

包 括 利 益 百万円
12,250

百万円
7,234

百万円 
17,138

百万円
5,191 

純 資 産 額 1,163 1,184 1,325 1,360 
総 資 産 22,235 23,427 26,243 27,748 
 （注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
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（3）使用人の状況  
当 年 度 末 前 年 度 末 

使 用 人 数 1,480人 1,484人 
平 均 年 齢 38年６月 38年６月 
平 均 勤 続 年 数 15年５月 15年６月 
平 均 給 与 月 額 360千円 354千円 

 
（注）1. 使用人数は在籍者ベースで記載しております。 

2. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示してお
ります。 

3. 使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。 
4. 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 

 
（4）営業所等の状況 
 イ．営業所数の推移 
 

 当 年 度 末 前 年 度 末 
宮 崎 県 85カ店 (うち出張所23カ所) 85カ店 (うち出張所23カ所)
鹿 児 島 県 6  （     ―  ） 6  （     ―  ）
大 分 県 1  （     ―  ） 1  （     ―  ）
熊 本 県 1  （     ―  ） 1  （     ―  ）
福 岡 県 1  （     ―  ） 1  （     ―  ）
大 阪 府 1  （     ―  ） 1  （     ―  ）
東 京 都 1  （     ―  ） 1  （     ―  ）
合 計 96  （ 23  ）96  （ 23  ）
 

（注） 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を120カ所（前年度末116カ所）設置
しております。 
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 ロ．当年度新設営業所 
   該当ありません。 
  
（注） 当年度において、店舗外現金自動設備を６カ所新設し、２カ所廃止いたしました。 
 

（新設店舗外現金自動設備） （廃止店舗外現金自動設備） 
ニトリモール宮崎出張所 青葉町出張所 
日向病院出張所 昭和町出張所 
フーデリー霧島店出張所  
ながの屋霧島店出張所  
鮮ど市場南宮崎店出張所  
スーパーとむら吾田店出張所  

 
 
 ハ．銀行代理業者の一覧 
   該当ありません。 
 
 ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況 
   該当ありません。 
 
（5）設備投資の状況 
 イ．設備投資の総額 
 （単位：百万円） 
    設備投資の総額 3,067 
 
 ロ．重要な設備の新設等 
 （単位：百万円） 

内   容 金   額 
都城営業部 新築工事 612 
営業店端末集中サーバ更改 348 
行内ＬＡＮ更改機器 231 
油津支店 新築工事 221 
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況 
 イ．親会社の状況 
   該当ありません。 
 
 ロ．子会社等の状況 
 

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金 
当行が有する
子会社等の 
議決権比率 

その他

宮 銀 ビ ジ ネ ス
サービス株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
一丁目７番４号

当行委託のビルの清
掃・警備および設備の
保守・点検・管理業務

昭和54年
11月１日

百万円 

10 
％ 

100.00 ― 

宮銀コンピューター
サービス株式会社

宮崎市高千穂通
一丁目５番14号

コンピューターによる
事務処理の受託、ソフ
トウェア開発、コンサ
ルティング等

昭和63年
４月１日 10 2.50 ― 

宮銀リース株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
一丁目７番４号

機械・設備リース、各
種ファイナンス等 

昭和51年
10月26日 50 5.55 ― 

宮銀ベンチャー
キャピタル株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
四丁目３番５号

ニュービジネス育成・
強化の支援等 

平成８年
４月１日 10 2.50 ― 

宮銀保証株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
一丁目７番４号

各種消費者ローン等の
保証業務 

昭和48年
３月26日 20 ― ― 

宮銀カード株式会社 宮崎市高千穂通
二丁目５番32号

クレジットカード業
務、保証業務 

平成15年
12月４日 80 90.00 ― 
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重要な業務提携の概況 
 1. 地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサ
ービス（略称ＡＣＳ）を行っております。 

 2. 地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組
合、系統農協・信漁連 (農林中金、信連を含む)、労働金庫との提携により、現金自動
設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っておりま
す。 

 3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）
において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込、口座振替、入出金
取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。 

 4. ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等の
サービスを行っております。 

 5. セブン銀行、イーネットおよびローソン・エイティエム・ネットワークスとの提携
により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備による現
金自動引出し・現金自動入金等のサービスを行っております。 

 6. 地方銀行７行によるじゅうだん会（八十二銀行、宮崎銀行、山形銀行、筑波銀行、
武蔵野銀行、阿波銀行、琉球銀行）では、システム共同化に合意し、当行は平成23
年１月に、八十二銀行が開発した共同版システムへの移行を実施しております。 

 
（7）事業譲渡等の状況 
  該当ありません。 
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2. 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項 
 
（1）会社役員の状況 
 （年度末現在） 氏   名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 
小 池 光 一 取締役会長（代表取締役）
平 野 亘 也 取締役頭取（代表取締役）監査部、秘書室 

一般財団法人みやぎん
経済研究所理事長  

原 口 哲 二 
常務取締役 
営業本部 (営業統括部、個人金
融部、国際部)、総務部

  

関 本 泰 三 
常務取締役 
人事部、審査部、市場金融部、
品質向上推進室 

  

杉 田 浩 二 
常務取締役 
経営企画部、リスク統括部、事
務統括部、グループ会社

  

大 坪 泰 三 取締役鹿児島営業部長
星 原 一 弘 取締役都城営業部長
河 内 克 典 取締役経営企画部長兼収益管理室長   

山 田 知 樹 取締役本店営業部長兼江平支店長   

日 野 直 彦 社外取締役 日野直彦法律事務所
所長  

山 内 純 子 社外取締役 株式会社ミクニ
社外監査役  

矢 野 憲 男 常任監査役（常勤）
梅 﨑 裕 一 常勤監査役 
山 下 健 次 社外監査役 

島 津 久 友 社外監査役 

島津山林株式会社
代表取締役 
株式会社島津茶園 
代表取締役 
株式会社ハンズマン 
社外監査役

 

（当年度中に退任した役員） 
矢 野 憲 男 常務取締役  平成27年６月25

日辞任 
馬 場 直 澄 常任監査役（常勤）  平成27年６月25

日辞任 
浜 野 崇 好 社外監査役  平成27年６月25

日任期満了 
 （注）1. 取締役 日野直彦、山内純子、監査役 山下健次、島津久友は、独立役員に指定しており

ます。 
2. 当年度中に退任した役員の地位は退任時のものであります。 
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（2）会社役員に対する報酬等 
（単位：百万円） 区   分 支 給 人 数 報  酬  等 

取 締 役 12名 (68
228
)
（うち報酬以外の金額

 
822千円）

監 査 役 6名 (8
65
)
（うち報酬以外の金額

 
―千円）

計 18名 (77
294
)
（うち報酬以外の金額

 
822千円）

 
（注）1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. 支給人数には、第130期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役２
名を含んでおります。 

3. 定款又は株主総会で定められた報酬限度額は、取締役については年額230百万円、監査
役については年額90百万円であります。また、第128期定時株主総会で定められた取締
役に対する新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）に関する報酬等の限度額は、
上記とは別枠にて年額70百万円であります。 

4. 報酬等には、役員賞与引当金繰入額40百万円 (取締役31百万円、監査役８百万円)、新
株予約権（株式報酬型ストック・オプション）に関する報酬等の額37百万円を含んでお
り、その合計額を括弧内に内書きしております。 

5. 上記のほかに、使用人兼務取締役の使用人としての報酬68百万円（うち報酬以外の金
額346千円）を支給しております。 

6. 上記のほかに、第128期定時株主総会の決議に基づき、退任取締役１名に対し42百万
円、退任監査役２名に対し12百万円の役員退職慰労金を支給しております。 

 
（3）責任限定契約  氏   名 責任限定契約の内容の概要

日 野 直 彦
（取 締 役）

会社法第423条第１項に定める責任について、その職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額を限度として、銀行に対して損害賠償責任を負
うものとする。

山 内 純 子
（取 締 役） 同 上 
山 下 健 次
（監 査 役） 同 上 
島 津 久 友
（監 査 役） 同 上 
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3. 社外役員に関する事項 
 
（1）社外役員の兼職その他の状況  氏   名 兼職その他の状況
日 野 直 彦
（取 締 役） 日野直彦法律事務所 所長 
山 内 純 子
（取 締 役） 株式会社ミクニ社外監査役 
山 下 健 次
（監 査 役） 兼職等はありません 

島 津 久 友
（監 査 役）

島津山林株式会社 代表取締役
株式会社島津茶園 代表取締役 
株式会社ハンズマン 社外監査役

 （注）1. 取締役 日野直彦、山内純子、監査役 山下健次、島津久友は、独立役員に指定しており
ます。 
2. 当行と上記の兼職先等との間には特別の関係はありません。 

 
（2）社外役員の主な活動状況  

氏  名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言 
その他の活動状況 

日 野 直 彦 
（取締役） 

平成26年 
 ６月26日 

～ 

・当事業年度に開催された15回
の取締役会のうち14回出席し
ている。 

・当事業年度開催の取締役会に
出席し、弁護士としての専門
的見地から意思決定の妥当
性・公正性を確保するため、
必要に応じ提言を行ってい
る。

山 内 純 子 
（取締役） 

平成27年 
 ６月25日 

～ 

・取締役就任後に開催された11
回の取締役会のうち８回出席
している。 

・取締役就任後に開催された取
締役会に出席し、主に顧客満
足度向上、女性登用推進の観
点から必要に応じ提言を行っ
ている。

山 下 健 次 
（監査役） 

平成26年 
 ６月26日 

～ 

・当事業年度に開催された15回
の取締役会のうち15回出席し
ている。 

・当事業年度に開催された19回
の監査役会のうち19回出席し
ている。

・当事業年度の取締役会および
監査役会に出席し、地方行政
等の経験や幅広い見識から、
必要に応じ提言を行ってい
る。 

島 津 久 友 
（監査役） 

平成27年 
 ６月25日 

～ 

・監査役就任後に開催された11
回の取締役会のうち10回出席
している。 

・監査役就任後に開催された13
回の監査役会のうち12回出席
している。 

・監査役就任後に開催された取
締役会および監査役会に出席
し、金融機関等での勤務経
験、また企業経営者としての
豊富な経験・実績による幅広
い見識から、必要に応じて提
言を行っている。 
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（3）社外役員に対する報酬等 
（単位：百万円） 

 支給人数 銀行からの
報 酬 等

銀 行 の 親 会 社 等 
か ら の 報 酬 等 

報 酬 等 の 合 計 5名 (3)
20 ― 

 （注）1. 報酬等には、役員賞与引当金繰入額３百万円を含んでおり、括弧内に内書きしておりま
す。 
2. 支給人数には、第130期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでお
ります。 
3. 上記のほかに、第128期定時株主総会の決議に基づき、退任監査役１名に対し３百万円
の役員退職慰労金を支給しております。 

 
（4）社外役員の意見 
  該当ありません。 
 

  



02_9283001102806.docx 
㈱宮崎銀行様 招集 2016/05/24 11:28:00 印刷 16/24 
 
 
 
 
 

 

20 

4. 当行の株式に関する事項 
 
（1）株式数 発行可能株式総数 297,100千株
 発行済株式の総数 176,334千株（うち自己株式5,472千株） 
 
（2）当年度末株主数 7,254名
 
（3）大株主（上位10名） 
 

株主の氏名又は名称 当行への出資状況 
持 株 数 等 持 株 比 率 

 千株 ％
日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社  （信 託 口） 5,981 3.50 
宮 崎 銀 行 従 業 員 持 株 会 4,748 2.77 
株 式 会 社 福 岡 銀 行 4,578 2.67 
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 4,415 2.58 
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 4,402 2.57 
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 3,998 2.33 
株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 3,869 2.26 
C B N Y  D F A  I N T L  S M A L L
C A P  V A L U E  P O R T F O L I O 3,796 2.22 

株 式 会 社 肥 後 銀 行 3,605 2.10 
日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社  （ 信 託 口 4 ） 3,203 1.87 
 
（注）1. 上記のほか、当行名義の自己株式5,472千株があります。 

2. 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。 
3. 持株比率は、自己株式（5,472千株）を控除して計算しております。 
4. 持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。   
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5. 当行の新株予約権等に関する事項 
 
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役 

① 新株予約権の割当日
  平成25年７月31日 
② 新株予約権の数 
  951個 
③ 目的となる株式の種類および数 
  当行普通株式 95,100株 
④ 新株予約権の行使期間 
  平成25年８月１日から平成55年７月31日まで 
⑤ 権利行使価格 
  １株当たり１円 
⑥ 権利行使についての条件 
  新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日

の翌日以降、新株予約権を行使することができるも
のとする。 

５名 

監査役 ― ― 
 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役 

① 新株予約権の割当日
  平成26年７月31日 
② 新株予約権の数 
  1,055個 
③ 目的となる株式の種類および数 
  当行普通株式 105,500株 
④ 新株予約権の行使期間 
  平成26年８月１日から平成56年７月31日まで 
⑤ 権利行使価格 
  １株当たり１円 
⑥ 権利行使についての条件 
  新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日

の翌日以降、新株予約権を行使することができるも
のとする。 

７名 

監査役 ― ― 
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 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役 

① 新株予約権の割当日
  平成27年７月31日 
② 新株予約権の数 
  1,066個 
③ 目的となる株式の種類および数 
  当行普通株式 106,600株 
④ 新株予約権の行使期間 
  平成27年８月１日から平成57年７月31日まで 
⑤ 権利行使価格 
  １株当たり１円 
⑥ 権利行使についての条件 
  新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日

の翌日以降、新株予約権を行使することができるも
のとする。 

９名 

監査役 ― ― 
 
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 
  該当ありません。 
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6. 会計監査人に関する事項 
 
（1）会計監査人の状況 

（単位：百万円） 
氏名又は名称 当該事業年度

に係る報酬等 その他 

有限責任監査法人トーマツ   指定有限責任社員  松 嶋   敦
 指定有限責任社員  只 隈 洋 一
 指定有限責任社員  城 戸 昭 博
 

52
（非監査業務） 
システムに係る業務委託に関す
る報酬が１百万円あります。 

 
（注）1. 当行と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と

金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できない
ことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。 
2. 当行、子会社および子法人等が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は53百
万円であります。 

3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠
等についてその適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項および同条第２項の同意を行っております。 

 
（2）責任限定契約 
  該当ありません。 
 
（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 
 会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が職業的専門家として適
切な監査を実施しているかにつき、監査役が適宜監視を行うとともに、会計監査人の解
任または不再任の決定に関し、その職務遂行の状況などから検討いたします。監査役会
は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断される場合には、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。 
 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に
該当する状況にあるなど当行監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会
計監査人の解任に必要な手続きを行います。 
 
7. 財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 
  該当ありません。 
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8. 業務の適正を確保するための体制 
 
 当行は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制に関する基本方針」を
以下のとおり決議するとともに、継続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の
充実強化を図ることとしております。 
 
【内部統制に関する基本方針】 
1. 当行の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 以下により、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するも
のとする。 
（1）コンプライアンス態勢として「法令等遵守方針｣、法令等遵守基準として「行

動憲章」を設け、コンプライアンス態勢に係る規程として「法令等遵守規程」、
手順書として「法令等遵守マニュアル」を定める。 

（2）コンプライアンスの徹底を図るため、リスク統括部に「法務室」を設置し、コ
ンプライアンスに係る統括部署として位置付け、コンプライアンスに関する情
報等の一元管理を行い、定期的に「法令等遵守委員会」を開催して「取締役会」
に付議・報告する態勢とする。 

（3）反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威
を与える反社会的勢力との関係および利益供与を排除し、当行の顧客等の被害
を防止するため、毅然とした態度で組織的に対応する。 

 
2. 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 以下により、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理を行うものとする。 
（1）法令および別途定める社内規則の規程に基づき、取締役会議事録ほかその重要

度に応じて、決裁文書等の経営情報文書（電磁的記録を含むものとする）を関
連資料とともに保存する。 

（2）前項に定める文書の保存期間および保存場所は、法令および別途定める社内規
則の規程に基づき定める。 

 
3. 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当行のリスク管理を体系的に定めた「内部管理基本方針｣「リスク管理基本方針｣ 
を制定し、経営の健全性の確保と収益性の向上に取り組む。多様化・高度化するリ
スクを統合的に管理する部署としてリスク統括部を設置し、情報管理についてもリ
スク統括部内に情報管理室を設け、セキュリティを確保する。またリスク管理委員
会を設置し、リスク全般に関して審議を行い経営の健全性の向上に努める。 
リスク管理の規程では、全てのリスク管理の基本となるリスク管理基本方針に基
づき、｢統合的リスク管理規程｣「自己資本管理規程｣「信用リスク管理規程｣「市場
リスク管理規程｣「流動性リスク管理規程｣「オペリスク管理規程｣「事務リスク管
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理規程｣「システムリスク管理規程｣「情報セキュリティ・リスク管理規程｣「法務
リスク管理規程｣「人的リスク管理規程｣「有形資産リスク管理規程｣「風評リスク
管理規程」を定める。また情報セキュリティについては、｢情報セキュリティ基本
方針」および具体的な管理手法を「情報セキュリティ基本規程」に定める。 

 
4. 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役の職務執行の効率化を図るため、常務会、担当取締役制などの体制を整備
する。また取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関
する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。 

 
5. 当行の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 以下により、従業員の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保するも
のとする。 
（1）行是綱要を企業活動の根本理念とし、従業員向けには「就業規則並びに付属規

程」を定め、実際的な行動の際の指針とする。 
（2）取締役会がコンプライアンスに関する年度（または半期）計画を策定し、これ

に沿ってリスク統括部法務室および各業務所管部が従業員教育を展開するとと
もに、各部署の日常的な活動状況のチェックおよび指導を実施する。 

（3）リスク統括部法務室を事務局とするコンプライアンスに係るリスク・ホットラ
イン（内部通報制度）を設け、当行役職員およびその他の人材派遣社員が、リ
スク統括部法務室またはリスク・ホットラインの通報および相談窓口を委託し
た行外受付窓口に直接通報、相談できる仕組みとする。 

（4）リスク統括部および監査部は、日頃から連携して、全行のコンプライアンス態
勢およびコンプライアンス上の問題の有無の調査にあたる。 

 
6. 次に掲げる当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 
 当行を含む銀行グループにおける業務の適正は、以下により確保する。 
（ｲ）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制 
（1）当行は、｢グループ会社運営規程」に基づき、グループ会社に対して、業

績や財務状況その他の重要な情報について、当行への定期的な報告を義務
づける。 

（2）当行は、グループ会社の経営状況等を協議するため、当行のグループ会社
担当取締役およびグループ会社の代表取締役等が参加する経営協議会を定
期的に開催する。 

（ﾛ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（1）当行は、｢グループ会社リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリー別

に所管部署を定め、グループ会社のリスクを適切に管理・監視する。 
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（2）当行は、グループ会社に対して、リスクカテゴリー別の管理状況について、
定期的な報告を義務づける。 

（3）｢内部監査規程」に基づき、監査部がグループ会社のリスク管理の状況、
規程等の遵守状況、社内検査の状況等について監査する。 

（4）リスク統括部は、グループ会社のリスク管理状況について、リスク管理委
員会および取締役会に定期的に付議または報告する。また、重要な事案が
発生した場合も必要に応じて付議または報告する。 

（ﾊ）子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（1）当行の取締役からグループ会社担当取締役を決め、事業の総括的な管理を

行う体制とする。 
（2）当行との連携を密にし、当行の経営方針を徹底するため、当行のグループ

会社担当取締役およびグループ会社の代表取締役等が参加する経営協議会
を定期的に開催する。 

（ﾆ）子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制 
（1）当行は、グループ会社に対して、当行の「法令等遵守方針」に則り「法令

等遵守規程 (マニュアル)」を作成し、その遵守状況について、定期的に報
告することを義務づける。 

（2）リスク統括部は、グループ会社の法令等遵守状況について、法令等遵守委
員会および取締役会に定期的に付議または報告する。また、重要な事案が
発生した場合も必要に応じて付議または報告する。 

（3）グループ会社のリスク・ホットラインについては、グループ会社の役職員
が、当行のコンプライアンス部門であるリスク統括部法務室またはリス
ク・ホットラインの通報および相談窓口を委託した行外受付窓口に直接通
報、相談できる制度を設ける。 

（4）当行およびグループ各社において財務報告の適正性を確保するため、｢財
務報告に係る内部統制基本方針」を定める。 

 
7. 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項 
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、経営執行部
門と独立した監査役の職務を補助する監査役スタッフをおくものとする。 

 
8. 前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保

に関する事項 
 取締役および使用人は、前号の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分等に際し
ては、監査役会の同意を得るものとする。 

 



02_9283001102806.docx 
㈱宮崎銀行様 招集 2016/05/24 11:28:00 印刷 23/24 
 
 
 
 
 

事 業 報 告  
  

 

27 

9. 次に掲げる当行の監査役への報告に関する体制 
（ｲ）当行の取締役および使用人が当行の監査役に報告をするための体制 
（1）取締役および使用人は、社内規程等に基づき、監査役に対し、法定事項以

外にも法令等遵守およびリスク管理上重要な事項については報告するもの
とする。 

（2）監査部は、グループ会社を含めた監査の結果について、監査役に対し定期
的に報告するものとする。 

（3）リスク統括部は、グループ会社のリスク管理状況や法令等遵守状況も含め
て、監査役の参加するリスク管理委員会、法令等遵守委員会、取締役会に
定期的に付議または報告する。また、各部署は、グループ会社に関する事
項も含め、社内規程等に定められた事項、重要な事項につき、監査役に直
接報告するものとする。 

（ﾛ）子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が
当行の監査役に報告をするための体制 
リスク統括部法務室は、リスク・ホットラインに基づき通報された内容およ
びその調査結果について、監査役の参加する法令等遵守委員会において定期的
に報告する。また、重要な事案が発生した場合、必要に応じて監査役に対し直
接報告するものとする。 

 
10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 
 リスク・ホットライン規程に基づき、通報者等（通報者に協力した者および調査
に積極的に協力した者を含む）に対して、相談または通報したことを理由として解
雇その他のいかなる不利益な取扱い（懲戒処分、降格、減給等）も行わない。 

 
11. 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 
 監査役の職務の執行について生ずる費用等の支払いのため、毎年、一定額の予算
を設ける。 

 
12. その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 代表取締役は、監査役と定期的に会合をもち、当行が対処すべき課題、監査役監
査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査役との相互
認識を深めるよう努力するものとする。 
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【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】 
 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 
1. コンプライアンス 

当行グループの全役職員を対象とし、その階層に応じて必要なコンプライアンス
について、研修や会議体での説明を適宜実施するほか、経営トップから全役職員に
向けて、コンプライアンスの徹底に向けたメッセージを繰り返し発信するなど、コ
ンプライアンス意識向上への取り組みを継続的に行っております。 

 
2. 内部監査 

｢内部監査規程｣、｢内部監査計画」に基づき、当行およびグループ各社の内部監
査を実施しております。 

 
3. リスク管理体制 

｢内部管理基本方針｣、｢リスク管理基本方針」に基づき、リスク管理の統括部署
および各リスク管理担当部署を明確に定めております。また、各リスクに適時・適
切に対応するため、法令等遵守委員会やリスク管理委員会、ＡＬＭ委員会を開催し、
相互牽制機能を十分に発揮するとともに、リスク管理体制の充実を図っております。 

 
4. その他 

平成27年５月１日施行の会社法改正に対応し、同年４月の取締役会決議により、
｢内部統制に関する基本方針」を一部改定しております。 
また、同年５月に判明した元行員による不祥事件を踏まえ、再発防止に向けた内
部統制システムの一層の体制強化を図るため、リスク・ホットライン（内部通報制
度）規程の改定を行い、同年10月の取締役会において当方針の一部改定を決議す
るなど、必要に応じ適時見直しを実施しております。 

 
9. 特定完全子会社に関する事項 
 
  該当ありません。 
 
10. 親会社等との間の取引に関する事項 
 
  該当ありません。 
 
11. 会計参与に関する事項 
 
  該当ありません。 
 
12. その他 
 
  該当ありません。 
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第131期末（平成28年3月31日現在）貸借対照表 
（単位：百万円） 

科    目 金  額 科    目 金  額  （資産の部）
現 金 預 け 金 
現 金 
預 け 金 
コ ー ル ロ ー ン 
買 入 金 銭 債 権 
金 銭 の 信 託 
有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
株 式 
そ の 他 の 証 券 
貸 出 金 
割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 
外 国 為 替 
外 国 他 店 預 け 
取 立 外 国 為 替 
そ の 他 資 産 
前 払 費 用  
未 収 収 益 
金 融 派 生 商 品 
そ の 他 の 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 
投 資 損 失 引 当 金 

186,284 
23,638 
162,646 

350 
180 
8,000 

771,533 
311,838 
117,827 
136,115 
46,738 
159,012 
1,767,923 

7,651 
53,366 

1,532,371 
174,534 
2,256 
2,205 
50 

9,533 
38 

3,305 
837 
5,351 
23,706 
8,075 
13,854 
561 
117 
1,098 
2,138 
2,073 
64 

2,953 
△10,336 

△0 

（負債の部）
預 金 
当 座 預 金 
普 通 預 金 
貯 蓄 預 金 
通 知 預 金 
定 期 預 金 
定 期 積 金 
そ の 他 の 預 金 
譲 渡 性 預 金 
コ ー ル マ ネ ー 
債券貸借取引受入担保金 
借 用 金 
借 入 金 
外 国 為 替 
売 渡 外 国 為 替 
未 払 外 国 為 替 
社 債 
そ の 他 負 債 
未 決 済 為 替 借 
未 払 法 人 税 等 
未 払 費 用 
前 受 収 益 
給 付 補 塡 備 金 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 
役 員 賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 
睡眠預金払戻損失引当金 
偶 発 損 失 引 当 金 
繰 延 税 金 負 債 
再評価に係る繰延税金負債 
支 払 承 諾

  
2,144,878 
43,064 

1,315,759 
16,866 
628 

728,164 
2,430 
37,963 
180,466 
67,697 
111,990 
85,095 
85,095 

15 
7 
8 

15,000 
7,677 
18 

2,079 
1,198 
905 
2 

153 
608 
140 
2,571 
40 

9,474 
353 
134 
3,371 
2,334 
2,953 

負 債 の 部 合 計 2,631,484 
（純資産の部）

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金 
評 価 ・換算差額等合計 
新 株 予 約 権

  
14,697 
8,792 
8,771 
21 

86,329 
6,473 
79,855 
69,201 
10,654 
△1,694 
108,125 
21,776 
3,049 
24,825 

88 
純 資 産 の 部 合 計 133,039 

資 産 の 部 合 計 2,764,524 負債及び純資産の部合計 2,764,524   
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第131期 (平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 損益計算書
（単位：百万円） 

科     目 金         額 
経 常 収 益 47,791 
資 金 運 用 収 益 34,543  
貸 出 金 利 息 25,231  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 9,149  
コ ー ル ロ ー ン 利 息 33  
預 け 金 利 息 19  
そ の 他 の 受 入 利 息 109  
役 務 取 引 等 収 益 7,888  
受 入 為 替 手 数 料 2,148  
そ の 他 の 役 務 収 益 5,740  
そ の 他 業 務 収 益 524  
商 品 有 価 証 券 売 買 益 2  
国 債 等 債 券 売 却 益 521  
そ の 他 の 業 務 収 益 0  
そ の 他 経 常 収 益 4,834  
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 597  
償 却 債 権 取 立 益 177  
株 式 等 売 却 益 2,974  
そ の 他 の 経 常 収 益 1,084  

経 常 費 用 32,485 
資 金 調 達 費 用 2,010  
預 金 利 息 595  
譲 渡 性 預 金 利 息 267  
コ ー ル マ ネ ー 利 息 69  
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 190  
借 用 金 利 息 94  
社 債 利 息 225  
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 540  
そ の 他 の 支 払 利 息 27  
役 務 取 引 等 費 用 4,191  
支 払 為 替 手 数 料 410  
そ の 他 の 役 務 費 用 3,781  
そ の 他 業 務 費 用 229  
外 国 為 替 売 買 損 115  
国 債 等 債 券 売 却 損 22  
国 債 等 債 券 償 還 損 77  
金 融 派 生 商 品 費 用 13  
営 業 経 費 24,967  
そ の 他 経 常 費 用 1,086  
貸 出 金 償 却 432  
株 式 等 売 却 損 421  
株 式 等 償 却 65  
金 銭 の 信 託 運 用 損 73  
そ の 他 の 経 常 費 用 94  

経 常 利 益 15,305 
特 別 利 益 2 
固 定 資 産 処 分 益 2  

特 別 損 失 188 
固 定 資 産 処 分 損 168  
そ の 他 の 特 別 損 失 20  

税 引 前 当 期 純 利 益 15,119 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,304  
法 人 税 等 調 整 額 1,079  
法 人 税 等 合 計 5,383 
当 期 純 利 益 9,736   
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第131期 (平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

 
株  主  資  本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 14,697 8,771 21 8,793
当期変動額 
剰余金の配当 
別途積立金の積立 
当期純利益 
自己株式の取得 
自己株式の処分 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

当期変動額合計 ― ― △0 △0
当期末残高 14,697 8,771 21 8,792
 

（単位：百万円） 

 

株  主  資  本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本 
合  計 利益準備金 

その他利益剰余金 利益剰余金
合   計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 6,473 66,401 5,033 77,908 △1,702 99,696
当期変動額   
剰余金の配当  △1,452 △1,452  △1,452
別途積立金の積立  2,800 △2,800 ―  ―
当期純利益  9,736 9,736  9,736
自己株式の取得  △5 △5
自己株式の処分  13 13
土地再評価差額金の取崩  137 137  137
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額)   

当期変動額合計 ― 2,800 5,621 8,421 8 8,429
当期末残高 6,473 69,201 10,654 86,329 △1,694 108,125
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（単位：百万円） 

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

土地再評価 
差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 25,271 3,062 28,334 61 128,091
当期変動額   
剰余金の配当   △1,452
別途積立金の積立   ―
当期純利益   9,736
自己株式の取得   △5
自己株式の処分   13
土地再評価差額金の取崩   137
株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) △3,494 △13 △3,508 27 △3,480

当期変動額合計 △3,494 △13 △3,508 27 4,948
当期末残高 21,776 3,049 24,825 88 133,039
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第131期末（平成28年３月31日現在）連結貸借対照表 
（単位：百万円） 

科    目 金  額 科    目 金  額 
 

（資産の部） 
現 金 預 け 金 

コールローン及び買入手形 

買 入 金 銭 債 権 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

リース債権及びリース投資資産 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

投 資 損 失 引 当 金 

 
186,358 

350 

180 

8,000 

771,435 

1,763,477 

2,256 

9,005 

15,533 

23,890 

8,081 

13,854 

117 

1,836 

2,202 

2,115 

86 

269 

2,953 

△11,035 

△0 

（負債の部） 
預 金 
譲 渡 性 預 金 
コールマネー及び売渡手形 
債券貸借取引受入担保金 
借 用 金 
外 国 為 替 
社 債 
そ の 他 負 債 
役 員 賞 与 引 当 金 
退 職給付に係る負債 
役 員退職慰労引当金 
睡眠預金払戻損失引当金 
偶 発 損 失 引 当 金 
繰 延 税 金 負 債 
再評価に係る繰延税金負債 
支 払 承 諾

 
 

2,138,779 
180,466 
67,697 
111,990 
90,861 

15 
15,000 
10,920 

40 
15,851 

12 
353 
134 
1,459 
2,334 
2,953 

負  債  の  部  合  計 2,638,871 

（純資産の部） 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金 
退職給付に係る調整累計額 
その他の包括利益累計額合計 
新 株 予 約 権 
非 支 配 株 主 持 分

 
 

14,697 
8,796 
87,057 
△1,694 
108,857 
21,776 
3,049 
△4,362 
20,463 

88 
6,596 

純 資 産 の 部 合 計 136,005 

資 産 の 部 合 計 2,774,877 負債及び純資産の部合計 2,774,877 
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第131期 ( 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 連結損益計算書 
（単位：百万円） 

科     目 金         額 
経 常 収 益 53,929 
資 金 運 用 収 益 34,558  
貸 出 金 利 息 25,244  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 9,151  
コールローン利息及び買入手形利息 33  
預 け 金 利 息 19  
そ の 他 の 受 入 利 息 109  

役 務 取 引 等 収 益 7,855  
そ の 他 業 務 収 益 6,839  
そ の 他 経 常 収 益 4,676  
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 516  
償 却 債 権 取 立 益 177  
そ の 他 の 経 常 収 益 3,981  

経 常 費 用 38,007 
資 金 調 達 費 用 2,014  
預 金 利 息 594  
譲 渡 性 預 金 利 息 267  
コールマネー利息及び売渡手形利息 69  
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 190  
借 用 金 利 息 127  
社 債 利 息 225  
そ の 他 の 支 払 利 息 540  

役 務 取 引 等 費 用 3,831  
そ の 他 業 務 費 用 5,109  
営 業 経 費 25,960  
そ の 他 経 常 費 用 1,090  
そ の 他 の 経 常 費 用 1,090  

経 常 利 益 15,921 
特 別 利 益 2 
固 定 資 産 処 分 益 2  

特 別 損 失 188 
固 定 資 産 処 分 損 168  
そ の 他 の 特 別 損 失 20  

税金等調整前当期純利益 15,736 
法人税、住民税及び事業税 4,525  
法 人 税 等 調 整 額 1,075  
法 人 税 等 合 計 5,601 
当 期 純 利 益 10,134 
非支配株主に帰属する当期純利益 330 
親会社株主に帰属する当期純利益 9,804   
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第131期 (平成27年４月１日から平成28年３月31日まで) 連結株主資本等変動計算書 
 

（単位：百万円） 

 
株  主  資  本 その他の包括

利益累計額

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当期首残高 14,697 8,793 78,568 △1,702 100,356 25,271
当期変動額   
剰余金の配当  △1,452 △1,452 
親会社株主に帰属する
当期純利益  9,804 9,804 

自己株式の取得  △5 △5 
自己株式の処分  △0 13 13 
連結子会社に対する
持分変動に伴う資本
剰余金の増減 

 3 3 

土地再評価差額金の取崩  137 137 
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)   △3,494

当期変動額合計 ― 2 8,489 8 8,500 △3,494
当期末残高 14,697 8,796 87,057 △1,694 108,857 21,776
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（単位：百万円） 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計土地再評価 
差 額 金 

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 3,062 △2,790 25,543 61 6,622 132,583
当期変動額   
剰余金の配当   △1,452
親会社株主に帰属する
当期純利益   9,804

自己株式の取得   △5
自己株式の処分   13
連結子会社に対する
持分変動に伴う資本
剰余金の増減 

  3

土地再評価差額金の取崩   137
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △13 △1,572 △5,080 27 △25 △5,078

当期変動額合計 △13 △1,572 △5,080 27 △25 3,421
当期末残高 3,049 △4,362 20,463 88 6,596 136,005
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会計監査人の監査報告書謄本   独立監査人の監査報告書
平成28年５月６日 

株式会社 宮 崎 銀 行 
取 締 役 会 御 中

 
有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 嶋  敦 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 只 隈 洋 一 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 城 戸 昭 博 ㊞ 

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の平成
27年４月１日から平成28年３月31日までの第131期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について
監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。 

以 上 
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 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本   独立監査人の監査報告書
平成28年５月６日 

株式会社 宮 崎 銀 行 
取 締 役 会 御 中

 
有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 嶋  敦 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 只 隈 洋 一 ㊞ 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 城 戸 昭 博 ㊞ 

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の平成27年４
月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社宮崎銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。 

以 上 
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 監査役会の監査報告書謄本   監 査 報 告 書  当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第131期事業年度における取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成しまし
たので、以下のとおり報告いたします。  1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役からの監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び使用
人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当
該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました｡  2. 監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
  ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。 
  ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。 
  ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。当該内部統制システ

ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。また、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべ
き重要な不備はない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。な
お、平成27年５月に元行員による不祥事件が判明したことに伴い、取締役会において再発防止
策を決定し改善強化が図られていることを確認しております。今後とも、再発防止策の実施状況
を注視してまいります。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
  会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
（3）連結計算書類の監査結果 
  会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。  平成28年５月10日 

株式会社 宮 崎 銀 行 監 査 役 会 
常任監査役（常勤）矢 野 憲 男 ㊞ 
常勤監査役    梅 﨑 裕 一 ㊞ 
社外監査役    山 下 健 次 ㊞ 
社外監査役    島 津 久 友 ㊞ 

以 上 
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議案および参考事項 
第１号議案  剰余金の処分の件

    剰余金の処分につきましては、経営体質の強化、充実のため内部留保の確保に努
めつつ、安定配当を継続することを基本方針としております。 

    当期の期末配当につきましては、業績ならびに経営環境等を総合的に勘案すると
ともに、株主の皆さまの株主価値向上のご要望にお応えするため、当期中間配当金
に比べ１株につき１円増額し５円といたしたいと存じます。これにより、中間配当
金を含めました当期の配当金は１株につき９円となります。 

 
   1. 期末配当に関する事項 

 （1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 
      当行普通株式１株につき金５円  総額 854,307,015円 

 （2）剰余金の配当が効力を生じる日 
      平成28年６月27日 
   2. 剰余金の処分に関する事項 

 （1）増加する剰余金の項目およびその額 
別途積立金 8,200,000,000円

 （2）減少する剰余金の項目およびその額 
繰越利益剰余金 8,200,000,000円

 
第２号議案  定款一部変更の件

    定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。 
   1. 提案の理由 

（1）平成27年５月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律｣（平成26年
法律第90号) (以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」といい
ます｡）によって、新たな機関設計として監査等委員会設置会社への移行が可
能となりました。取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス
の一層の充実を図ることを目的に、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと
存じます。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並
びに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行うものであります。また
改正会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配
当等を実施できる旨、規定の新設並びに現行規定の一部変更、重複規定の削除
を行うものであります。 

（2）改正会社法において、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が
変更されました。業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を
締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため
に、定款の一部を変更するものであります。なお、この変更については、各監
査役の同意を得ております。 
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（3）その他、上記の各変更に伴う条数等の変更を行うものであります。 
   2. 変更の内容 
     変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します｡） 
 

現 行 定 款 変 更 案 
第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第３条（記載省略） 第１条～第３条（現行どおり） 
（機関） 
第４条  当銀行は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
1. 取締役会 
2. 監査役 
3. 監査役会 
4. 会計監査人 

（機関）
第４条  当銀行は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
1. 取締役会 
2. 監査等委員会 
3. 会計監査人 

 

第５条（記載省略） 第５条（現行どおり）
第２章 株式 第２章 株式 

第６条（記載省略） 第６条（現行どおり）
（自己の株式の取得） 
第７条  当銀行は、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって市場
取引等により、自己の株式を取得するこ
とができる｡ 

（削除）
 

第８条～第12条（記載省略） 第７条～第11条（現行どおり） 
第３章 株主総会 第３章 株主総会 

第13条～第20条（記載省略） 第12条～第19条（現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 
（取締役の員数） 
第21条 当銀行の取締役は、13名以内とする｡
（新設） 
 

（取締役の員数）
第20条 当銀行の取締役は、18名以内とする｡

２ 当銀行の取締役のうち監査等委員であ
る取締役は、３名以上とし、その過半数
は社外取締役とする｡ 

（取締役の選任） 
第22条（記載省略） 
（新設） 
 
 
 
 

２（記載省略） 
（新設） 
 

（取締役の選任）
第21条（現行どおり） 

２ 前項の規定による取締役の選任は、監
査等委員である取締役と監査等委員であ
る取締役以外の取締役（以下「監査等委
員でない取締役」という｡）とを区別し
て行う｡ 

３（現行どおり） 
４ 補欠の監査等委員である取締役の予選
に係る決議が効力を有する期間は、当該
決議後２年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の開
始の時までとする｡ 

（取締役の任期） 
第23条 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。

 
（新設） 
 
 
 

２  任期満了前に退任した取締役の補欠と
して選任された取締役の任期は、退任し
た取締役の任期の満了する時までとす
る。 

 

（取締役の任期）
第22条 監査等委員でない取締役の任期は、選

任後１年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。 
２ 監査等委員である取締役の任期は、選
任後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする｡ 

３  任期満了前に退任した監査等委員であ
る取締役の補欠として選任された監査等
委員である取締役の任期は、退任した監
査等委員である取締役の任期の満了する
時までとする｡ 
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（代表取締役及び役付取締役） 
第24条 代表取締役は、取締役会の決議によっ

て選定する。 
 

２ （記載省略） 
３ 取締役会は、その決議によって取締役
会長１名、取締役頭取１名、取締役副頭
取１名、専務取締役及び常務取締役若干
名を選定することができる。 

 
４（記載省略） 

（代表取締役及び役付取締役） 
第23条 代表取締役は、取締役会の決議によっ

て監査等委員でない取締役の中から選定
する。 
２（現行どおり） 
３  取締役会は、その決議によって監査等
委員でない取締役の中から取締役会長１
名、取締役頭取１名、取締役副頭取１
名、専務取締役及び常務取締役若干名を
選定することができる。 

４（現行どおり） 
（取締役の報酬等）
第25条（記載省略） 
（新設） 
 

（取締役の報酬等）
第24条（現行どおり） 

２  前項の取締役の報酬等は、監査等委員
である取締役と監査等委員でない取締役
とを区別して定めなければならない｡ 

（取締役会の構成及び権限） 
第26条 取締役会は、取締役全員をもって組織

し、業務執行を決定する｡ 

（取締役会の構成）
第25条 取締役会は、取締役全員をもって組織

する｡ 
（取締役会の招集）
第27条 取締役会の招集は、会日より３日前に

各取締役及び各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときはこれを
短縮することができる。 

（取締役会の招集）
第26条 取締役会の招集通知は、会日より３日

前までに各取締役に対して発する。ただ
し、緊急の必要があるときはこれを短縮
することができる。 

第28条（記載省略） 第27条（現行どおり）
（取締役会の決議の省略） 
第29条 当銀行は、取締役（当該決議事項につ

いて議決に加わることができるものに限
る｡）の全員が取締役会の決議事項につ
いて書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、当該決議事項を可
決する旨の取締役会の決議があったもの
とみなす。ただし、監査役が異議を述べ
たときはこの限りでない｡ 

（取締役会の決議の省略）
第28条 当銀行は、取締役（当該決議事項につ

いて議決に加わることができるものに限
る｡）の全員が取締役会の決議事項につ
いて書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、当該決議事項を可
決する旨の取締役会の決議があったもの
とみなす。 
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（新設） （重要な業務執行の決定の委任） 
第29条 当銀行は、取締役会の決議によって重

要な業務執行（会社法第399条の13第
５項各号に掲げる事項を除く｡）の決定
の全部又は一部を取締役に委任すること
ができる｡ 

（社外取締役との責任限定契約） 
第30条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定により、社外取締役との間に、同法第
423条第１項に規定する社外取締役の損
害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、同法第425条第１
項各号に定める額の合計額とする。 

 

（責任限定契約）
第30条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定により、取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く｡) との間に、同法第
423条第１項に規定する損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
度額は、同法第425条第１項各号に定め
る額の合計額とする。 

第５章 監査役及び監査役会 （削除）
（監査役の員数） 
第31条 当銀行の監査役は、５名以内とする｡ 

（削除）
 

（監査役の選任） 
第32条 監査役は、株主総会の決議によって選

任する。その選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって行う｡ 

（削除）
 

（監査役の任期） 
第33条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする｡ 
２  任期満了前に退任した監査役の補欠と
して選任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了する時までとす
る｡ 

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案 

（監査役の報酬等）
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める｡ 

（削除）
 

（補欠の監査役） 
第35条 会社法第329条第２項に基づく補欠の

監査役の選任に係る決議が効力を有する
期間は、当該決議によって短縮されない
限り、当該決議後４年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の開始の時までとする｡ 
２  補欠の監査役が監査役に就任した場合
の任期は、退任した監査役の任期の満了
する時までとする。ただし、選任後４年
以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時を超
えることができない｡ 

（削除）
 

（監査役会の構成）
第36条 監査役会は、監査役全員をもって組織

する｡ 

（削除）
 

（監査役会の招集）
第37条 監査役会の招集は、会日より３日前に

各監査役に対して発する。ただし、緊急
の必要があるときはこれを短縮すること
ができる｡ 

（削除）
 

（監査役会の運営）
第38条 監査役会の細目についての規定は、別

に監査役会の決議によって定める｡ 

（削除）
 

（常勤監査役及び常任監査役） 
第39条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。又、必要に応じ常勤
監査役の中から常任監査役を選定するこ
とができる｡ 

（削除）
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（社外監査役との責任限定契約） 
第40条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定により、社外監査役との間に、同法第
423条第１項に規定する社外監査役の損
害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、同法第425条第１
項各号に定める額の合計額とする｡ 

（削除）
 

（新設） 第５章 監査等委員会 
（新設） 
 

（監査等委員会の構成）
第31条 監査等委員会は、監査等委員全員をも

って組織する｡ 
（新設） 
 

（監査等委員会の招集）
第32条 監査等委員会の招集通知は、会日より

３日前までに各監査等委員に対して発す
る。ただし、緊急の必要があるときはこ
れを短縮することができる｡ 

（新設） 
 

（監査等委員会の運営）
第33条 監査等委員会の細目についての規定

は、別に監査等委員会の決議によって定
める｡ 

（新設） 
 

（常勤の監査等委員）
第34条 監査等委員会は、その決議によって常

勤の監査等委員を選定することができ
る｡ 

第６章 会計監査人 第６章 会計監査人 
第41条～第42条（記載省略） 第35条～第36条（現行どおり） 
（会計監査人の報酬等） 
第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査役会の同意を得て定める。 

（会計監査人の報酬等）
第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査等委員会の同意を得て定める。 
第７章 計算 第７章 計算 

第44条（記載省略） 第38条（現行どおり）
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（新設） 
 

（剰余金の配当等の決定機関） 
第39条 当銀行は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会の決議によって会社
法第459条第１項各号に掲げる事項を定
めることができる｡ 

（期末配当金） 
第45条 当銀行は、株主総会の決議によって、

毎年３月31日の最終の株主名簿に記載
又は記録された株主又は登録株式質権者
に対し、金銭による剰余金の配当（以下
｢期末配当金」という｡）を支払う｡ 

（削除）
 

（中間配当金） 
第46条 当銀行は、取締役会の決議によって、

毎年９月30日の最終の株主名簿に記載
又は記録された株主又は登録株式質権者
に対し、会社法第454条第５項に定める
剰余金の配当（以下「中間配当金」とい
う｡）をすることができる｡ 

（削除）
 

（新設） 
 

（剰余金の配当の基準日）
第40条 当銀行の期末配当の基準日は、毎年３

月31日とする｡ 
２  当銀行の中間配当の基準日は、毎年９
月30日とする｡ 

３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる｡ 

（除斥期間） 
第47条 期末配当金及び中間配当金が､ 支払開

始の日から満５年を経過しても受領され
ないときは、当銀行はその支払の義務を
免れる。 

（除斥期間）
第41条 配当財産が金銭である場合は､ 支払開

始の日から満５年を経過しても受領され
ないときは、当銀行はその支払の義務を
免れる。 
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 第３号議案  監査等委員でない取締役９名選任の件
    第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当行は監査等委員会

設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役全員（11名）は、会社
法第332条第７項第１号の定めに従い、本総会終結の時をもって任期満了となりま
すので、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ
です｡）９名の選任をお願いするものであります。 

    本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条
件として、効力を生じるものとします。 

    取締役の候補者は、次のとおりであります。 
候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

１ 
こ いけ  こう いち 

小池 光一 
（昭和22年11月30日） 

昭和45年５月 日本銀行入行
平成12年５月 日本銀行理事 
平成14年６月 日本銀行理事退任 
平成14年６月 ＮＴＴデータシステム技術㈱ 
 代表取締役会長 
平成17年５月 ＮＴＴデータシステム技術㈱ 
 代表取締役会長退任 
平成17年６月 当行専務取締役 
平成19年６月 当行代表取締役副頭取 
平成20年６月 当行代表取締役頭取 
平成27年６月 当行代表取締役会長 
 現在に至る

30,661株
 

取締役候補者とした理由 
 日本銀行において要職を歴任し、平成12年に理事に就任。平成17年に当行入行後は専務・副頭取を
経て、平成20年から頭取を務めるなど、金融における豊富な業務経験と、経営全般に関する知見を有
しているため、取締役として選任。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

２ 
ひら の  のぶ や 

平野 亘也 
（昭和27年６月12日） 

昭和50年４月 当行入行
平成16年６月 審査部次長 
平成17年６月 延岡支店長 
平成19年６月 当行取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
平成22年６月 当行常務取締役本店営業部長 
平成23年６月 当行常務取締役 
平成24年６月 当行専務取締役 
平成25年６月 当行代表取締役専務 
平成27年６月 当行代表取締役頭取 
 現在に至る 
(担当) 
監査部、秘書室 
(重要な兼職の状況) 
一般財団法人みやぎん経済研究所理事長

44,392株
 

取締役候補者とした理由 
 国際部門・審査部門・経営企画部門を経て、平成24年から専務を務める等、当行における豊富な業
務経験と銀行経営に関する知見を有しているため、取締役として選任。

３ 
はら ぐち  てつ じ 

原口 哲二 
（昭和31年８月13日） 

昭和54年４月 当行入行
平成18年６月 営業統括部主任調査役 
平成20年６月 西都支店長 
平成22年６月 大淀支店長 
平成23年６月 当行取締役鹿児島営業部長 
平成23年10月 当行取締役鹿児島営業部長 
 兼国分支店開設準備室長 
平成24年４月 当行取締役鹿児島営業部長 
平成26年６月 当行常務取締役 
平成27年６月 当行常務取締役 
 営業統括部長兼個人ローン推進室長 
 兼事業承継・M＆A支援室長 
 現在に至る 
(担当) 
営業本部（営業統括部・個人金融部・国際部)、総務部 

20,590株
 

取締役候補者とした理由 
 当行の営業戦略部門を主導・統括し、収益の多様化・安定化に十分な実績を有する。引続き法人・個
人営業における主導的な役割発揮を期待し、取締役として選任。
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

４ 
せき もと  たい ぞう 

関本 泰三 
（昭和32年８月６日） 

昭和55年４月 当行入行
平成14年１月 秘書室秘書役 
平成16年１月 青葉町支店長 
平成18年４月 人事部主任調査役 
平成20年６月 東京支店長兼経営企画部東京事務所長 
平成22年６月 審査部長 
平成24年６月 当行取締役本店営業部長 
平成25年４月 当行取締役本店営業部長 
 兼江平支店長 
平成26年６月 当行取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
平成27年６月 当行常務取締役 
 現在に至る 
(担当) 
人事部、審査部、市場金融部、品質向上推進室

18,534株
 

取締役候補者とした理由 
 当行重要拠点での支店長を歴任するとともに、人事部門・審査部門・経営企画部門を経て、当行にお
ける貸出を含めた資産の質の向上と人財育成に豊富な知見を有しているため、取締役として選任。 

５ 
すぎ た  こう じ 

杉田 浩二 
（昭和33年10月22日） 

昭和56年４月 当行入行
平成12年２月 妻ヶ丘支店長 
平成12年６月 妻ヶ丘支店長兼一万城支店長 
平成15年６月 営業統括部営業店指導役 
平成18年６月 鹿児島南支店長 
平成20年６月 営業支援部長 
平成22年６月 営業統括部長兼営業支援部長 
平成23年４月 営業統括部長 
平成24年６月 当行取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
平成26年６月 当行取締役本店営業部長 
 兼江平支店長 
平成27年６月 当行常務取締役 
 現在に至る 
(担当) 
経営企画部、リスク統括部、事務統括部、グループ会
社 

17,013株
 

取締役候補者とした理由 
 国際部門・営業戦略部門・経営企画部門・最重要拠点である宮崎地区の統括を経て、当行における営
業戦略・経営戦略に豊富な知識と経験を有しているため、取締役として選任。
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

６ 
おお つぼ  たい ぞう 

大坪 泰三 
（昭和34年２月28日） 

昭和57年４月 当行入行
平成13年６月 加納支店長 
平成15年５月 鹿児島支店次長 
平成18年４月 青葉町支店長 
平成20年６月 祇園町支店長 
平成23年４月 小林支店長 
平成24年６月 審査部長 
平成26年３月 理事審査部長 
平成26年６月 当行取締役鹿児島営業部長 
 現在に至る

3,368株
 

取締役候補者とした理由 
 当行重要拠点での支店長を歴任し、豊富な営業経験を有するとともに、審査部門を経て、与信管理に
おいても豊富な知識と経験を有しているため、取締役として選任。

７ 
ほし はら  かず ひろ 

星原 一弘 
（昭和35年２月７日） 

昭和57年４月 当行入行
平成14年１月 福岡支店次長 
平成17年６月 大工町支店長 
平成20年６月 県庁支店長 
平成22年６月 東京支店長 
 兼経営企画部東京事務所長 
平成24年６月 人事部長兼品質向上推進室長 
平成26年４月 人事部長 
平成26年６月 当行取締役都城営業部長 
 現在に至る

19,627株
 

取締役候補者とした理由 
 当行重要拠点での支店長を歴任し、豊富な営業経験を有するとともに、人事部門を経て、人財育成に
おいても豊富な知識と経験を有しているため、取締役として選任。
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

８ 
かわ ち  かつ のり 

河内 克典 
（昭和35年５月21日） 

昭和58年４月 当行入行
平成16年１月 秘書室秘書役 
平成18年１月 証券国際部調査役 
平成19年４月 昭和町支店長 
平成20年６月 経営企画部主任調査役 
平成23年６月 個人金融部長 
平成25年４月 証券国際部長 
平成26年４月 市場金融部長 
平成27年６月 当行取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
 現在に至る

6,426株
 

取締役候補者とした理由 
 市場部門、経営企画部門での経験を活かし、当行の経営管理高度化に向けて主導的な役割発揮を期待
し、取締役として選任。 

９ 
やま だ  とも き 

山田 知樹 
（昭和35年４月30日） 

昭和58年４月 当行入行
平成16年４月 中央市場支店長 
平成18年４月 東京支店次長 
平成21年６月 佐土原支店長 
平成23年６月 福岡支店長 
平成24年６月 営業統括部長 
平成26年４月 営業統括部長兼個人ローン推進室長 
 兼事業承継・Ｍ＆Ａ支援室長 
平成27年６月 当行取締役本店営業部長 
 兼江平支店長 
 現在に至る

6,702株
 

取締役候補者とした理由 
 当行重要拠点での支店長を歴任し、豊富な営業経験を有することから、営業組織の更なる活性化等の
役割発揮を期待し、取締役として選任。
（注）1. 平野亘也氏は、一般財団法人みやぎん経済研究所の理事長を兼務しており、当行と同研究所との間に

は経済動向誌購入等の取引があります。 
2. その他の候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 
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 第４号議案  監査等委員である取締役６名選任の件
    第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当行は監査等委員会

設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の監査役全員（４名）は会社法第
336条第４項第２号の定めに従い、本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、監査等委員である取締役６名の選任をお願いするものであります。 

    なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
    本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条

件として、効力を生じるものとします。 
    監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 
候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

１ 
新 任  
や の  のり お 

矢野 憲男 
（昭和28年12月18日） 

昭和51年４月 当行入行
平成14年１月 都城北支店長兼都城市場支店長 
平成14年11月 都城北支店長 
平成16年１月 リスク管理部長兼情報管理室長 
平成19年４月 リスク統括部長兼情報管理室長 
平成20年６月 当行取締役都城営業部長 
平成22年６月 当行取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
平成23年４月 当行常務取締役経営企画部長 
 兼収益管理室長 
平成24年６月 当行常務取締役 
平成27年６月 当行常任監査役（常勤） 
 現在に至る

63,827株
 

監査等委員である取締役候補者とした理由
 経営企画部門・リスク統括部門における幅広い経験と、財務・会計分野に適切な知見を有しており、
監査機能の強化と取締役会、経営陣に対する能動的・積極的な権限行使を期待し、監査等委員として選
任。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

２ 
新 任  
うめ ざき  ゆう いち 

梅﨑 裕一 
（昭和31年８月12日） 

昭和54年４月 当行入行
平成12年６月 土々呂支店長 
平成12年９月 土々呂支店長兼一ヶ岡支店長 
平成14年７月 土々呂支店長 
平成14年10月 審査部審査役 
平成18年４月 都城北支店長 
平成20年６月 監査部長 
平成21年６月 人事部長 
平成23年４月 人事部長兼品質向上推進室長 
平成23年６月 当行取締役人事部長 
 兼品質向上推進室長 
平成24年６月 当行取締役都城営業部長 
平成26年６月 当行常勤監査役 
 現在に至る

34,435株
 

監査等委員である取締役候補者とした理由
 市場部門・人事部門・監査部門における知見と、豊富な支店長経験を有することから、取締役会、経
営陣に対する能動的・積極的な権限行使を期待し、監査等委員として選任。

３ 

新 任  
社外取締役 
やま した  けん じ 

山下 健次 
（昭和25年９月６日） 

昭和48年４月 宮崎県庁入庁
平成15年８月 宮崎県庁総務部参事兼人事課長 
平成18年４月 宮崎県庁病院局次長兼経営管理課長 
平成20年４月 宮崎県庁総務部長 
平成22年４月 宮崎県庁県民政策部長 
平成23年３月 宮崎県庁退職 
平成23年７月 宮崎県信用保証協会会長就任 
平成26年４月 宮崎県信用保証協会会長退任 
平成26年６月 当行社外監査役 
 現在に至る

2,711株
 

監査等委員である社外取締役候補者とした理由
 宮崎県庁で要職を歴任し、また宮崎県信用保証協会会長職の経験から、県内の中小企業の経済状況や
動向にも精通しており、その経験、見識により経営の監視機能を発揮していただくため、監査等委員と
して選任。 
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

４ 

新 任  
社外取締役 
やま うち  じゅん こ 

山内 純子 
（昭和24年９月13日） 

昭和45年１月 全日本空輸㈱入社
平成14年４月 全日本空輸㈱ 
 客室本部東京客室部部長 
平成16年４月 全日本空輸㈱ 
 執行役員客室本部長 
平成18年４月 全日本空輸㈱ 
 上席執行役員客室本部長 
平成19年６月 全日本空輸㈱ 
 取締役執行役員客室本部長 
平成21年４月 ㈱ＡＮＡ総合研究所 
 取締役副社長 
平成22年４月 ＡＮＡラーニング㈱取締役会長 
平成24年４月 ＡＮＡラーニング㈱顧問 
平成25年３月 ＡＮＡラーニング㈱顧問退任 
平成27年６月 当行社外取締役就任 
平成27年６月 ㈱ミクニ社外監査役就任（現職） 
 現在に至る 
(重要な兼職の状況) 
㈱ミクニ社外監査役

1,170株
 

監査等委員である社外取締役候補者とした理由
 全日本空輸㈱などで要職を歴任し、幅広い経験や知識を有しており、外部から見た経営全般に関する
助言や、当行初めての女性役員として女性の登用推進についても有益な助言をいただけることを期待
し、監査等委員として選任。 

５ 

新 任  
社外取締役 
しま づ  ひさ とも 

島津 久友 
（昭和33年９月26日） 

昭和56年４月 農林中央金庫入庫
平成14年７月 農林中金全共連 
 アセットマネジメント㈱出向 
平成19年４月 農林中央金庫退職 
平成19年５月 島津山林㈱・㈱島津茶園 
 常務取締役就任 
平成21年９月 島津山林㈱代表取締役就任（現職） 
平成23年９月 ㈱ハンズマン社外監査役就任 (現職) 
平成25年６月 ㈱島津茶園代表取締役就任（現職） 
平成27年６月 当行社外監査役就任 
 現在に至る 
(重要な兼職の状況) 
㈱ハンズマン社外監査役

33,234株
 

監査等委員である社外取締役候補者とした理由
 金融機関等での幅広い経験、実績があり、また、代表者として会社経営に関する知見も有しており、
外部から見た経営全般に関する助言をいただけることを期待し、監査等委員として選任。   
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候補者 
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 
重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行
の 株 式 の 数

６ 

 
新 任  
社外取締役 
はぎ もと  しげ き 

萩元 重喜 
（昭和27年８月16日） 

昭和61年４月 弁護士登録 
昭和61年４月 萩元法律事務所開設 
平成17年４月 宮崎県弁護士会会長就任 
平成18年３月 宮崎県弁護士会会長退任 
平成26年６月 宮崎銀行補欠監査役選任 
 現在に至る 

0株
 

監査等委員である社外取締役候補者とした理由
 弁護士として法令等に関する専門的知見を有しており、その経験、見識を当行の経営に活かしていた
だくため、監査等委員として選任。 
（注）1. 各候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 山下健次氏、山内純子氏、島津久友氏、萩元重喜氏は、社外取締役候補者であります。 
  なお、萩元重喜氏は、当行との間で顧問弁護士契約を締結していましたが、平成28年５月31日をも
って本契約を解消しております。 
3. 当行は、山下健次氏、山内純子氏、島津久友氏との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契
約を締結しております。山下健次氏、山内純子氏、島津久友氏、萩元重喜氏が監査等委員である取締役
に就任した場合、当行は、山下健次氏、山内純子氏、島津久友氏と責任限定契約を改めて締結し、萩元
重喜氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく監
査等委員である取締役の責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。 
4. 山内純子氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって１年であります。 
5. 山内純子氏は東京証券取引所に対し、独立役員（社外取締役）として届け出しており、山下健次氏、
島津久友氏は東京証券取引所に対し、独立役員（社外監査役）として届け出しておりますが、本議案が
承認された場合、あらためて３氏を独立役員（社外取締役）として届け出る予定であります。なお、萩
元重喜氏につきましては、本議案が承認された場合、東京証券取引所に対し、独立役員（社外取締役）
として届け出る予定であります。 

  第５号議案  監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
    平成25年６月27日開催の第128期定時株主総会において、取締役の報酬額（確

定金額報酬および役員賞与）について年額230百万円以内としてご承認いただき今
日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、
当行は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第
１項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬額に関する定めに代えて、取
締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです｡）の
報酬額（確定金額報酬および役員賞与）を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年
額300百万円以内に定めることとし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等
は取締役会の決議によることとさせていただきたいと存じます。 

    なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与および賞与
は含まれないものといたします。 

    監査等委員会設置会社へ移行する前の現在の取締役は11名でありますが、第２
号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「監査等委員でない取締役９名選任
の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は９名となります。 

    本議案は第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件
として、効力を生じるものとします。   
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 第６号議案  監査等委員である取締役の報酬額設定の件
    平成25年６月27日開催の第128期定時株主総会において、監査役の報酬額（確

定金額報酬および役員賞与）について年額90百万円以内としてご承認いただき、
今日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件とし
て、当行は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361
条第１項および第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額（確定金額
報酬および役員賞与）を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額100百万円以内
に定めることとし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等
は、監査等委員である取締役の協議によることとさせていただきたいと存じます。 

    第２号議案「定款一部変更の件」および第４号議案「監査等委員である取締役６
名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は６名と
なります。 

    本議案は第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件
として、効力を生じるものとします。 

  第７号議案  監査等委員でない取締役に対するストック・オプション報酬額および
  内容決定の件

    第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当行は監査等委員会
設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条の規定に基づき、第５
号議案でご承認いただく取締役（監査等委員である取締役を除きます｡）の報酬額
とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除きます｡）に対して、株式報
酬型ストック・オプションとして新株予約権を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、
年額70百万円以内の範囲で割り当てるため、内容につきましてご承認をお願いす
るものであります。 

    具体的な報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個当たり
の公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額となります。各取締役
への報酬等の支給時期、配分等については取締役会にご一任願いたいと存じます。 

    なお、監査等委員会設置会社へ移行する前の現在の取締役（社外取締役を除きま
す｡）は９名であり、第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「監査等
委員でない取締役９名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査
等委員である取締役を除きます｡）は９名となります。 

    本議案は第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件
として、効力を生じるものとします。 

    割り当てる新株予約権の内容は、次のとおりであります。 
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   1. 新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類および数 
 （1）新株予約権の総数 

4,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する
新株予約権の数の上限といたします。 

 （2）新株予約権の目的である株式の種類および数 
当行普通株式400,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内
の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式数の上限といたします。 
各新株予約権の目的である株式の数（以下、｢付与株式数」という｡）は100
株とします。 
なお、当行が、当行普通株式につき、株式分割（当行普通株式の株式無償割
当を含む｡）又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整を行うこと
が適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものといたします。 

   2. 新株予約権の払込金額 
新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際してブラッ
ク・ショールズモデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価
値を基準といたします。 
なお、新株予約権の割り当てを受けた者（以下、｢新株予約権者」という｡）は、
当該払込金額の払い込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものといた
します。 

   3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使するこ
とにより交付を受けることができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付
与株式数の総数を乗じた金額といたします。 

   4. 新株予約権を行使することができる期間 
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において
定めることといたします。 

   5. 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する
ものといたします。 

   6. その他の新株予約権の行使の条件 
新株予約権者は、上記４．の期間内において、原則として、当行の取締役の地
位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができるものとするなど、
新株予約権の行使の条件につきましては取締役会において定めることといたしま
す。 

 
以 上 
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株主総会会場のご案内図
 

場 所 宮崎観光ホテル 東館３階「光燿
こうよう

の間」 
宮崎市松山一丁目１番１号 TEL：0985-27-1212 

 
 

 

交通の 
ご案内 

宮崎空港より 
 

自動車：約20分
バ ス：約20分「橘通１丁目」下車徒歩約10分 

 

JR宮崎駅より 
 

自動車：約５分
バ ス：約15分「橘通１丁目」下車徒歩約10分 

ご注意：駐車場はございますが、台数に限りがありますのでご了承ください。  


